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⑩ 最高裁判決（広尾病院事件） （平成 16 年 4 月 13 日） 

  死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為におけ

る業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本件届出義務を負

うとすることは、憲法３８条１項に違反するものではないと解するのが相当であ

る。 

 

⑪ 日本医学会加盟の主な 19 学会の共同声明 「診療行為に関連した患者

死亡の届出について～中立的専門機関の創設に向けて～」 （平成 16 年 9

月） 

・・・医療の過程において予期しない患者死亡が発生した場合や、診療行為に関

連して患者死亡が発生した場合に、異状死届出制度とは異なる何らかの届出が行

われ、臨床専門医、病理医及び法医の連携の下に死体解剖が行われ、適切な医療

評価が行われる制度があることが望ましいと考える。しかし、医療従事者の守秘

義務、医療における過誤の判断の専門性、高度の信頼関係に基礎をおく医師患者

関係の特質などを考慮すると、届出制度を統括するのは、犯罪の取扱いを主たる

業務とする警察・検察機関ではなく、第三者から構成される中立的専門機関が相

応しいと考えられる。このような機関は、死体解剖を含めた諸々の分析方法を駆

使し、診療経過の全般にわたり検証する機能を備えた機関であることが必要であ

る。また、制度の公共性と全国的運営を確保するために、中立的専門機関は法的

にも裏付けられ、その必要な機能の一部には医療関連の行政機関の関与が望まし

いと考えられる。・・・ 

 

⑫ 日本学術会議第二部（法律学・政治学関連）・第七部（医・歯・薬学関連）

報告 「異状死等について－日本学術会議の見解と提言－」 （平成 17 年 6

月） 

要旨 

Ⅱ 報告書の内容 

３ 提言の内容 

１）届け出るべき異状死体及び異状死 

（１）一般的にみた領域的基準 

異状死体の届出が、犯罪捜査に端緒を与えるとする医師法第 21 条の立法の趣

旨からすれば、公安、社会秩序の維持のためにも届出の範囲は領域的に広範であ

るべきである。すなわち、異状死体とは、 

① 純然たる病死以外の状況が死体に認められた場合のほか、 
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